
❖ 8 月からの被保険者証を送ります
　現在交付している被保険者証（うぐいす色）の有効期限は、 7月31日㈯
です。 7月中に、新しい被保険者証（びわ色）を簡易書留郵便で送ります。
8月〜来年 7月に医療機関で支払う負担割合（ 1割、3割）は、被保険者
証に記載しています。令和 3年度市民税課税所得が、145万円以上の被
保険者本人や、同じ世帯の被保険者の負担割合は、3割です。

❖�該当する人には限度額証を交付
　医療機関で提示すると、支払いが限度額までになったり、非課税世帯
の人は入院時の食事代が減額されたりします。（交付には申請が必要）
【新しく交付を希望する人】
　交付を受けられるのは、住民税非課税世帯の人、住民税課税所得が
145万円以上690万円未満の人です。新たに75歳になる人で、申請可能な
人には、申請書を同封しています。それ以外の人については、保険年金
課の窓口へお越しください。（申請時に必要なものについては、お問い合
わせください）
【既に限度額証を持っている人】
　 7月31日㈯に有効期間が切れます。 8月以降も該当する人には、被保
険者証と一緒に新しい限度額証を送ります。限度額証の適用区分が「区
分Ⅱ」の人は、入院日数により、申請すると食事代がさらに減額される
場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
申・問  保険年金課（ 1 階）☎561‐2358、561‐2480
　県後期高齢者医療広域連合（大津市）☎522‐3013、522‐3023

❖�負担割合が 3割の人のうち、次に該当する場合は申請すると 1割負担に

※�申請には、令和 2年中の収入額が分かるもの（確定申告書の控えなど）が必要です
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「自分の収入額が383万円未満」または「同じ世帯
にいる70～74歳の人と自分の収入の合計が520万
円未満」ですか？

同じ世帯にいる被保険者
の収入額の合計が520万円
未満ですか？

世帯に、昭和20年 1 月 2日
以降生まれの被保険者がい
ますか？

その人を含む同一世
帯の全被保険者の基
礎控除後の総所得
額等の合計額が210
万円以下ですか？

世
帯
に
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保
険
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は
1
人
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す
か
？
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草津の防災力、どんどん高めていきましょう　　　　　   関西大学�社会安全学部�近藤ゼミ

問 危機管理課（ 1 階）
　 ☎561‐2325、561‐6852広がれ ! はっぴー・ぼうさい 第 4 回

　ラジオえふえむ草津で放送している「H
はっぴー

appy�B
ぼうさい

OUSAi」
は、この 7月で、シリーズ通算第100回の記念を迎えま
す。長く続いたことを喜びながらも、あくまでも通過点、
これからも粘り強く取り組んで、市の地域防災力アッ
プに貢献していきます。
　ところで、こうして放送を重ねてくると「よくもまあ、
話題がもちますね」、「一体何をそんなに伝えているの
ですか」という質問をもらいます。ここで少しだけ過
去の放送を振り返ってみると、大阪府北部地震（平成
30（2018）年 6 月18日）の経験や、琵琶湖西岸断層帯地
震の対策の話、そして気象災害（台風・豪雨など）の
話題が多くを占めていました。
　その他、季節に応じて、春の花粉症や紫外線対策、
夏の熱中症や食中毒対策、秋冬の感染症対策などもあ
りました。暮らしの安全・安心に結び付く話題は、誰

にとっても必要なことです。「常に備えよ」の精神で、
皆さんの心に定着するように伝え続けています。
　しかし「防災」は堅苦しいものですが、実は放送に
は 2つの“仕掛け”が施されています。 1つは、被災地
で心を励ましてくれる「復興支援ソング」の紹介です。
東日本大震災時も、たくさんの歌が生まれました。そ
してもう 1 つは「防災川柳」の紹介です。五・七・五
で防災に関する思いやひらめき、ぼやきを詠み合って
います。皆さんも、ぜひ力作を投句してください。防
災に対する心のハードルが下がるはずです。最後に、
番組で紹介した小学生の優秀作を紹介しておきましょう。

防災は��受け継がれていく��未来へと
ラジオえふえむ草津（FM78.5MHz）
第 1・3 火曜日12：00～
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DAISUKI  KUSATSUはしかわ市長のだいすき！くさつ 古
いにしえ

の想いを
受け継ぐ
草津宿本陣

保険年金

　現在の被保険者証（兼高齢受給者証）の有効期限は 7月31日㈯です。新
しい桃色の被保険者証（兼高齢受給者証）は 7月下旬頃に送付します。
問    保険年金課（ 1 階）☎561‐2366、561‐2480

国民健康保険
被保険者証（兼高齢受給者証）の更新2

　出産予定日か出産月の前月か
ら 4カ月間（多胎妊娠の場合は最
大 6カ月間）、国民年金保険料が
免除されます。申請が必要です。
対 �国民年金第 1 号被保険者で、
出産日が平成31年 2月以降の人

申 出産予定日の 6カ月前〜� �
申・問  保険年金課（ 1 階）
　  ☎561‐2367、561‐2480  

日本年金機構草津年金事務所  
（西渋川一）  
☎567‐2220、562‐9638

国民年金保険料  
産前産後期間は
免除されます3

　経済的な理由などで、国民年
金保険料を納付することが困難
な場合は、申請をして承認され
ると、保険料の納付が免除・猶
予される制度があります。令和
3 年度分（ 7 月〜来年 6 月）の手
続きは、 7 月 1 日㈭から受け付
けます。
対 �免除 ��本人・配偶者・世帯主

の前年所得が一定額以
下の人

　猶予 ��50歳未満で、本人と配偶
者の前年所得が一定額
以下の人（世帯主の所得
は対象外）

他 �新型コロナウイルス感染症の
影響による、減収を事由とす
る国民年金保険料免除につい
ては、日本年金機構のホーム
ページをご覧ください

申 �7 月 1 日㈭〜
申・問 �保険年金課（ 1 階）
　 ☎561‐2367、561‐2480
　 日本年金機構草津年金事務所  
　（西渋川一）
　 ☎567‐2220、562‐9638

国民年金保険料
免除・猶予の申請受付4

後期高齢者医療制度
被保険者証の送付と負担軽減の申請受付1 75歳以上

対象

市のホームページアドレス　http://www.city.kusatsu.shiga.jp/
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